
 

 

荷主等企業・事業場の安全衛生ご担当者様へ 

 

【厚生労働省委託事業】  荷主等の事業場の担当者への安全衛生教育講習会 

荷役災害防止担当者安全衛生教育（荷主等向け）講習会のご案内 
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 

 

陸上貨物運送事業の労働災害の 70％は、トラックの荷台等からの墜落・転落等の荷役作業中に発生し

ています。さらにその 70％は荷主等（荷主、配送先、元請事業者等）の事業場で発生しています。この

ため、厚生労働省では平成 25 年 3 月に「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」

（以下、「荷役ガイドライン」といいます。）を策定し、陸運事業者の実施事項、荷主等の実施事項を示し

ました。この荷役ガイドラインに示された荷役災害防止担当者に対する安全衛生教育（荷主等向け）講習

会を全国 47か所で開催します。島根県での開催日時等は下記のとおりです。 

 この講習会は、荷役ガイドラインの安全衛生教育カリキュラムに基づいていますので、荷主等の企業・

事業場の担当者の積極的なご参加をお待ちしています。 

～講習会の主な内容～ 

1 開催日時 平成２９年１１月１５日(水) 13:00～17:30 （12:30～12:50 受付） 

2 開催場所 島根県立産業交流会館 くにびきメッセ ４０１会議室（ＴＥＬ 0852-24-1111） 

松江市学園南一丁目２番１号        ＪＲ松江駅より徒歩７分 

                      松江自動車道松江中央ランプから約５分       

3  講習会の内容    

（１） 島根労働局労働基準部担当官説明  

（２） 荷役災害防止担当者安全衛生教育 

（講師：労働安全コンサルタント）                                      

（３）  質疑応答 

（４） アンケート記入、講習会修了証授与 

4 定  員 約５０名程度（先着順です） 

5 参加費等 テキスト代とも無料です 

6  申込期日 平成２９年１１月１日（水）（ただし定員に達し次第受付終了） 

参加申込は、下記の太枠内に記入の上、そのままファックスでお送り下さい。 

（受講票等は送付いたしません） 

７ 問合せ先 TEL: 0852-54-1793  E-mail：k-hino1609@gk2.so-net.ne.jp 島根支部 事務局 樋野ま

で  

 

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 島根支部  Fax  0852-54-1793 

 
  

参加者氏名 

 

 

 

 事務局使用欄 

事 業 場 名 

 

（業種：      ） 

 

受付日： 

住 所 

電 話 番 号 

Fax 番  号 

ご担当者氏名 

〒          

 

TEL 

Fax             ご担当者 

受付 No： 

※太枠内をご記入の上、Fax でお申込みください、ＴＥＬ及び Fax番号を必ずご記入ください。 

※送信していただいた個人情報は、本講習会に関する以外は使用いたしません。 

案 内 図 

フ  リ  ガ  ナ 

荷主等の事業場の担当者への安全衛生教育講習会参加申込書 



 


